
耕
作
証
明
書
の
交
付
方
法
が
変
わ

り
ま
す

４
月
か
ら
国
民
年
金
の
保
険
料
が

変
わ
り
ま
す

　

令
和
２
年
度
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月

額
１
６
５
４
０
円
で
す
。
４
月
上
旬
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
納
付

案
内
書
（
納
付
書
）
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

割
引
に
な
る
前
納
の
納
付
書
も
同
封
さ

れ
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
八
戸
年
金
事
務
所
☎
０
１
７
８
44
１
７
２
２

　

市
民
課
（
本
館
１
階
2
番
窓
口
）

　

☎
51
６
７
５
３

令
和
２
年
度
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納

付
特
例
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
は
、
20
歳
以

上
の
学
生
で
所
得
が
少
な
く
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
在
学
中
の

保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

学
生
で
20
歳
に
な
る
人
は
、
誕
生
日
の

前
日
の
翌
月
末
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

持
ち
物

▼
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
▼
認
印
▼
在

　

学
証
明
書
（
原
本
）
ま
た
は
学
生
証
の

　

写
し
（
両
面
）
▼
本
人
確
認
書
類
（
運

　

転
免
許
証
な
ど
）

※
世
帯
が
異
な
る
人
が
代
理
で
申
請
す
る

　

場
合
は
、
委
任
状
、
代
理
人
の
本
人
確

　

認
書
類
が
必
要
で
す
。

※
令
和
元
年
度
の
学
生
納
付
特
例
を
２
月

　

末
ま
で
に
承
認
さ
れ
た
人
で
、
４
月
以

　

降
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の
人
に
は
、

　

４
月
上
旬
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

　

学
生
納
付
特
例
申
請
は
が
き
が
送
付
さ

れ
ま
す
。は
が
き
で
申
請
し
た
場
合
は
、

　

窓
口
で
の
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
平
成
30
年
度
、
令
和
元
年
度
の
申
請
を

　

し
て
い
な
い
場
合
は
相
談
く
だ
さ
い
。

問
八
戸
年
金
事
務
所
☎
０
１
７
８
44
１
７
２
２

　

市
民
課
☎
51
６
７
５
３
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特別障害者手当などの手当額
が変わります 

特別障害者手当 27,350 円
（27,200 円）

障害児福祉手当 14,880 円
（14,790 円）

経過的福祉手当 14,880 円
（14,790 円）

問生活福祉課☎516718

※ （　）内は３月までの月額です。

　

４
月
１
日
㈬
か
ら
農
業
委
員
会
事
務
局

（
別
館
４
階
）、
ま
た
は
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
で
耕
作
証
明
書
を
無
料
で
交
付

し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
物　

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
世
帯
が
異
な
る
人
が
代
理
で
申
請
す
る

　

場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
51
６
７
４
０

西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
☎
72
２
３
１
１

問政策財政課（本館３階3番窓口）☎516711

国勢調査員を
募集します
10月１日に実施する
国勢調査の調査員を
募集します。
対象 次の全てに該当する人
▶市内に住所を有し、責任を持って調査票の配

　　布・回収などができる20歳以上の人
　▶９月上旬から10月下旬にかけて調査できる人
　▶税務、警察、選挙に直接関係のない人
　▶調査に関する説明会に出席できる人
身分など
総務大臣から任命される非常勤の国家公務員
報酬
規定に基づき３万円程度の報酬を支払います。
申込期限
５月29日㈮
※登録要件などがありますので、詳しくはお問い
　合わせください。

国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を対象
とする、国の最も重要な統計調査です。
　調査の結果は、福祉施策や生活環境の整備、災害対
策などさまざまな施策に利用されます。
　調査員が９月上旬以降に皆さんのご自宅を訪問しま
すので、調査へのご協力をお願いします。

▶調査員が各世帯を訪問
　し調査票などを配布し
　ます。
　日本国内に住んでいる
　全ての人が対象（国籍
　を問いません）です。

◀調査への回答は、「調
　査票」を調査員に渡し
　ていただくか、郵送、
　またはオンライン回答
　により回答していただ
　きます。

10 月１日に国勢調査が実施されます
国勢調査は大正９（1920）年の開始以来５年ごとに行われ、実施 100 年の節目を迎えます


